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退職後の健康保険の選択肢   

日本では国民皆保険制度が導入さ

れていることから、国民は何らかの公

的医療保険制度に加入することになり

ます。会社に勤務し、加入要件を満た

しているときは、会社の社会保険に被

保険者として加入しますが、退職後は

その被保険者資格を喪失することから

他の健康保険に加入する必要がありま

す。ここでは、退職後の健康保険の選

択肢について確認します 

 

３つの選択肢    

退職後の健康保険の選択肢は大き

く分けて以下の3つがあります。  

Ⅰ 国民健康保険に加入する 

Ⅱ 健康保険の任意継続をする  

Ⅲ 家族の健康保険に加入する   

 

退職した従業員やその家族の状況に

よって加入できる制度が異なり、また、

加入する制度によって負担する保険料

の額に違いが出ます。 

 

Ⅰ 国民健康保険    

原則として市区町村が保険者となっ

ており、他の医療保険制度に加入しな

い人が加入する制度です。保険料は、

加入する世帯の人数や前年の所得な

どによって決まります。退職者の居住

地の市区町村により保険料の算定方

法が異なるため、一概に保険料額を示

すことはできません。本制度の問合せ

および申請先は、退職者の居住地の

市区町村役場です。なお、倒産や解雇

で退職した場合には、保険料が減免さ

れることがあります。 

 

Ⅱ健康保険の任意継続   

在職中に加入していた健康保険に、

任意継続被保険者として、引き続き加

入する制度です。任意継続をするため

には、退職日までに被険者期間が継

続して2ヶ月以上あり、退職日の翌日

から20日以内に申出書を提出する必

要があります。被扶養者であった家族

も、認定を受けることで任意継続被保

険者の被扶養者として加入できます。

健康保険料は、在職時に従業員が負

担していた健康保険料の2倍の額です

が、上限額が設けられています。なお、

在職時の健康保険証はいったん、返

却する必要があります。  

 

Ⅲ家族の健康保険（被扶養者）  

家族が勤務先で社会保険に加入し

ており、その扶養の認定要件を満たし

たときに、被扶養者として加入できる制

度です。被扶養者のため、家族が負担

する健康保険料は増えず、また、退職

者本人の保険料負担もありません。保

険料の負担の面から考えると、3 つの

選択肢の中で一番メリットがあると言え

ます。 
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